
小
野
町
障
害
認
定
審
査
会
委
員
 

　
　
　
４
名
の
委
員
を
委
嘱
 

　
障
害
認
定
審
査
会
は
、
障
害
を
持

つ
方
が
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
や
、

施
設
で
短
期
入
所
な
ど
の
介
護
給
付

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
場
合
に
必
要
な

障
害
程
度
区
分
（
※
）
を
、
主
治
医

か
ら
の
意
見
書
や
１
０
６
項
目
の
認

定
調
査
結
果
な
ど
か
ら
心
身
の
状
況

が
ど
の
程
度
な
の
か
審
査
・
判
定
す

る
機
関
で
す
。 

　
平
成
１８
年
９
月
か
ら
始
ま
っ
た
小

野
町
障
害
認
定
審
査
会
の
委
員
は
、

今
年
の
３
月
末
に
任
期
満
了
と
な
り

ま
し
た
が
、
４
名
の
委
員
の
皆
様
の

ご
理
解
・
ご
協
力
の
下
、
再
任
と
し

て
委
嘱
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。 

　
４
名
の
委
員
の
皆
様
に
は
、

任
期
で
あ
る
２
年
間
、
小

野
町
の
障
害
福
祉
の
向
上

の
た
め
ご
活
躍
い
た
だ
き

ま
す
。 

 ※
障
害
程
度
区
分
 

　
区
分
１
〜
６
の
６
段
階

　
に
分
け
ら
れ
、
利
用
で

　
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

　
な
ど
の
判
断
材
料
と
な

　
り
ま
す
。 

    

　
委
嘱
さ
れ
た
委
員
は
次
の
と
お
り

で
す
。
　
　
　
　
　
　
　（
敬
称
略
） 

○
審
査
会
会
長
 

　
野
内
　
純
一
（
社
会
福
祉
法
人
福
 

　
音
会
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
カ
 

　
ノ
ン
所
長
） 

○
会
長
職
務
代
理
 

　
二
瓶
　
美
代
子
（
公
立
小
野
町
地
 

　
方
綜
合
病
院
看
護
部
長
） 

○
委
　
員
 

　
高
橋
　
志
雄
（
医
療
法
人
安
積
保
 

　
養
園
あ
さ
か
ホ
ス
ピ
タ
ル
副
院
長
） 

○
委
　
員
 

　
中
山
　
博
晶
（
医
療
法
人
島
貫
整
 

　
形
外
科
理
事
長
） 

審
査
会
の
よ
う
す
 

　
労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用
保

険
）
は
、
労
働
者
が
労
働
災
害
や
失

業
し
た
と
き
に
必
要
な
保
険
給
付
を

行
な
い
、
労
働
者
の
生
活
の
安
定
・

社
会
復
帰
や
再
就
職
の
促
進
・
雇
用

機
会
の
増
大
等
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
政
府
が
管
理
・
運
営
し
て

い
る
強
制
的
な
保
険
制
度
で
す
。 

　
事
業
主
の
み
な
さ
ん
、
加
入
手
続

　
き
は
お
済
み
で
す
か
 

　
加
入
手
続
き
を
怠
っ
て
い
た
期
間

中
に
、
労
働
災
害
が
生
じ
保
険
給
付

を
行
な
っ
た
場
合
、
遡
及
し
て
労
働

保
険
料
を
徴
収
す
る
ほ
か
保
険
給
付

に
要
し
た
費
用
の
全
額
又
は
一
部
を

徴
収
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
労
働
者
を
１
人
で
も
雇
っ
て
い
る

　
事
業
主
は
、
労
働
保
険
に
加
入
す

　
る
義
務
が
あ
り
ま
す
 

　
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い
事
業
主

の
方
は
、
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督

署
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
（
公
共
職
業
安

定
所
）
又
は
労
働
保
険
事
務
組
合
（
労

働
保
険
の
事
務
を
代
行
す
る
団
体
で
、

商
工
会
、
事
業
協
同
組
合
等
が
あ
り

ま
す
）
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。 

◆
問
い
合
わ
せ
 

　
福
島
労
働
局
 

　
　
０
２
４
―
５
３
６
―
４
６
０
０
 

１０
月
は
 

労
働
保
険
適
用
促
進
月
間
 

『
雇
っ
た
ら
、
入
る
。』 

付
加
年
金
と
は 

　
平
成
１９
年
度
の
老
齢
基
礎
年
金

の
年
金
額
は
７９
万
２
１
０
０
円
（
満

額
＝
４０
年
間
保
険
料
納
付
）
で
す
が
、

老
後
に
よ
り
高
い
老
齢
基
礎
年
金

を
受
け
た
い
と
考
え
て
い
る
方
の

た
め
に
、
毎
月
の
保
険
料
の
ほ
か

に
付
加
保
険
料
を
上
乗
せ
し
て
納

付
す
る
と
、
老
齢
基
礎
年
金
に
上

乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
付
加
年
金

が
あ
り
ま
す
。 

　
付
加
保
険
料
の
額
は
一
カ
月
４

０
０
円
で
す
。
付
加
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
対
象
者
の

方
は
、
第
一
号
被
保
険
者
ま
た
は

任
意
加
入
被
保
険
者
の
方
で
す
。 

　
保
険
料
の
免
除
ま
た
は
保
険
料

の
納
付
猶
予
を
受
け
て
い
る
方
や

国
民
年
金
基
金
の
加
入
員
の
方
は
、

付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
農
業
者
年
金

の
加
入
者
は
、
必
ず
付
加
保
険
料

を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

付
加
年
金
額
は 

　
付
加
年
金
額
の
計
算
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。 

　
年
金
額
＝
２
０
０
円
×
付
加
保

険
料
納
付
月
数
（
６５
歳
か
ら
老
齢

基
礎
年
金
を
受
給
す
る
場
合
） 

　
つ
ま
り
、
保
険
料
月
額
４
０
０

円
に
対
し
て
、
年
金
額
は
２
０
０

円
で
す
か
ら
、
６５
歳
か
ら
年
金
を

受
給
し
た
場
合
、
仮
に
１
年
間
保

険
料
を
納
付
し
た
場
合
、
２
年
間

で
付
加
保
険
料
相
当
分
の
年
金
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

　 ◆
問
い
合
わ
せ 

　
郡
山
社
会
保
険
事
務
所 

　
　
０
２
４
―
９
３
２
―
３
４
８
０ 

　
町
民
生
活
課 

　
　
７
２
―
６
９
３
３ 

国
民
年
金
コ
ー
ナ
ー
 

国
民
年
金
コ
ー
ナ
ー
 

付
加
保
険
料
を
納
付
し
ま
せ
ん
か 
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